
長期使用製品

安全点検制度についてのご案内

長期使用製品安全点検制度とは？

ガス機器の長期使用製品安全点検制度の対象製品

点検時期をお知らせする機器もあります！

消費者自身による保守が難しく、経年劣化 による重大事故の発生のおそれが

高い9品目を「特定保守製品」とし、その製造・輸入事業者(特定製造事業者等)、 

販売事業者等(特定保守製品取引事業者)、関連事業者、消費者等(所有者)

それぞれが適切に役割を果たして経年 劣化による製品事故を防止する制度です。

2009 年 4 月に法律の施行

都市ガス・簡易ガス・ＬＰガスをお使いのお客様で

以下の製品をご使用のお客様が対象となります。

対象商品 (特定保守製品）

点検制度の対象製品は、平成21年4月以降製造された特定保守製品です。 

長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、

特に重大な危害を及ぼすおそれの多い 9品目を特定保守製品として、

点検制度が設けられました。

「設計標準使用期間」が経過すると

お知らせランプが点滅したり、リモコン

または本体機器の表示に「88」または

「888」を表示し点検時期をお知らせする

　機能を搭載した製品もあります。



長く使用していると「経年劣化」が起こります

長期間使用した製品は事故発生のおそれがあるので

点検しましょう！※点検費用は、有償です！

法定点検のお申込み・お問合せ

機器購入から法定点検までの流れ

①販売・引渡時の説明

③法定点検（有料）のご案内

④法定点検（有料）のお申し込み

⑤専門の点検員が法律で定められた点検基準

にもとづき法定点検（有料）が行います。

②所有者登録
販売事業者が点検制度について

所有者に説明（義務）します。

登録は製品に同梱されている所有者票

に必要事項を記入の上、メーカー

へ返送してください。

メーカーで所有者登録を行います。 所有者票

点検期間に近づくと点検通知が

届きます。（所有者登録をされた方）

点検の依頼方法は、点検通知に記載されています。所有者登録

がお済でなく点検通知が届いていない方もお申込みができます。

点検は、専門の点検員（点検員資格制度にもとづく

有資格者）が行います。

※1修理や機器の交換が必要な場合は、別途費用が必要です。

※2長期使用製品安全点検制度が発足する前の製品については、「特定保守製品」と記載したラベルや

   「設計標準使用期間」及び点検時期についてのラベルが貼っていませんが、ご希望により点検を

   受けることが出来ますので、メーカーへご相談ください。別途費用が必要です。

■ノーリツコンタクトセンター
フリーダイヤル (無料） 0120-911-026
携帯電話からは 0570-064-910 ( 通話料がかかります）

※土日祝日、夏季休暇、年末年始は休業とさせていただきます。

平日：9:00 ～ 17:30受付時間

■リンナイ㈱保守点検コールセンター
フリーダイヤル (無料） 0120-493-110
受付時間 平日：9:00 ～ 19:00

※土日・祝日、ゴールデンウィーク、夏季休暇、

　年末年始は休業とさせていただきます。

■当社では、点検を行うことができません。

　メーカーへご依頼ください。
■その他にもメーカーがございますので

　各メーカーへお問合せください。

【当社が主に取り扱っているガス機器のメーカー】
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